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医政発 0604 第 35 号 

健 発 0604 第 21 号 

薬生発 0604 第 10 号 

令 和 ３ 年 ６ 月 ４ 日 

 

 

公益社団法人 日本臨床工学技士会 理事長 殿 

 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

厚 生 労 働 省 健 康 局 長 

厚生労働省医薬・生活衛生局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を

踏まえた対応の在り方等について」を踏まえた協力について（依頼） 

 

平素より予防接種行政の推進に御協力いただき感謝申し上げます。本日、別添のとおり、

「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を

踏まえた対応の在り方等について」（医政発 0604第 31号・健発 0604第 17号・薬生発 0604

第６号令和３年６月４日付け厚生労働省医政局長、健康局長、医薬・生活衛生局長通知）

を発出いたしましたので、貴会におかれては、当該通知も踏まえ、各地域の実状に合った

接種体制の構築に向け御協力いただけるよう御配慮方よろしくお願い申し上げます。 
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医政発 0604 第 31 号 

健 発 0604 第 17 号 

薬生発 0604 第６号 

令 和 ３ 年 ６ 月 ４ 日 

 

   都 道 府 県 

各  市 町 村 衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

厚 生 労 働 省 健 康 局 長 

厚生労働省医薬・生活衛生局長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための 

各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の在り方等について 

 

新型コロナウイルス感染症のワクチン（以下「ワクチン」という。）の接種を更に迅速

かつ円滑に進める観点から、ワクチン接種体制における各医療関係職種の専門性を踏まえ

た効果的かつ効率的な役割分担の在り方として、ワクチン接種に関して、各医療関係職種

に当面、期待される役割を次のとおり整理したので、各自治体においては、本通知も参考

に、地域の実情に応じて、各医療関係職種の協力も得ながら、ワクチン接種体制の構築に

取り組んでいただくようお願いする。 

 

（１）薬剤師：予診のサポート（問診、予診票の確認（記入の補助を含む）、薬剤服用（使

用）歴の確認や副反応等に関する事前の説明）、ワクチンの希釈及びシリ

ンジへの充填、接種後の状態観察 

（２）診療放射線技師：接種後の状態観察 

（３）臨床検査技師：接種（ワクチン接種のための筋肉内注射） 

（４）臨床工学技士：ワクチンの希釈及びシリンジへの充填、接種後の状態観察 

（５）救急救命士：接種（ワクチン接種のための筋肉内注射）、接種後の状態観察 

 

※ 詳細な考え方については、別紙を参照すること。 

 

  

(別添)
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新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性

を踏まえた対応の在り方等についての考え方 

 

第一 ワクチン接種に関して各医療関係職種に当面、期待される役割について 

ワクチンの集団接種を実施するためには、予診、ワクチンの希釈及びシリンジへの充

填、接種、接種後の状態観察といった業務について、それぞれ担当する者を配置する必要

がある。 

安全性を確保しつつ、効果的かつ効率的にワクチンの集団接種の体制を構築するため

の方策の一つとして、こうしたワクチン接種に関連する一連の業務について、様々な医

療関係職種の協力を得て、それぞれの専門性を踏まえた役割分担を行うことにより、接

種体制全体の効率化を図ることが考えられる。 

具体的には、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士に

ついて、普段担っているワクチン接種に関連のある業務を踏まえ、ワクチン接種に関し

て、当面、期待される役割を次のとおり整理したので、各自治体においては、地域の関

係者とも協議の上で、地域の実情に応じて、これら医療関係職種の協力も得ながら、安

全性を確保しつつ、効果的かつ効率的なワクチン接種体制の構築に取り組むこと。 

（１）薬剤師 

薬剤師については、平時より服薬指導等の場面において患者とコミュニケーショ

ンを取りながら健康状態や薬剤服用（使用）歴、副作用の有無等の確認を行ってい

ることから、こうした経験・知識を活かすことができる業務として、問診、予診票

の確認（記入の補助を含む）、薬剤服用（使用）歴の確認や副反応等に関する事前の

説明といった予診の協力を得ることが考えられる。これにより、医師が行う予診の

効率的な実施につながり、集団接種会場の接種能力を高めることに資すると期待さ

れる。 

さらに、処方箋に基づく調剤や投薬後のフォローアップ（副作用等の確認や一次

対応等）も平時より行っていることから、こうした経験・知識を活かすことができ

る業務として、ワクチンの希釈及びシリンジへの充填や接種後の状態観察への協力

を得ることが考えられる。 

なお、薬剤師は、診療所における個別接種においても同様の協力を行っていると

ころである。 

（２）診療放射線技師 

診療放射線技師については、ＣＴ検査やＭＲＩ検査の際に造影剤によるアナフィ

ラキシーショック等への初期対応を行っていることから、こうした経験・知識を活

かすことができる業務として、接種後の状態観察への協力を得ることが考えられる。 

（別紙） 
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（３）臨床検査技師 

臨床検査技師については、外来、健診等における血液検査のための静脈からの採

血を行っていることから、こうした経験・知識を活かすことができる業務として、

ワクチン接種のための筋肉内注射への協力を得ることが考えられる。（ワクチン接

種のための筋肉内注射の臨床検査技師による実施の可否についての法的な整理につ

いては第二のとおりであり、協力に応じる臨床検査技師はワクチン接種のための筋

肉内注射について必要な研修を受けていることが必要。） 

（４）臨床工学技士 

臨床工学技士については、生命維持管理装置の操作による薬剤の注入とその際の

薬剤の準備や、血液浄化における薬剤等によるアナフィラキシーショック等への初

期対応を行っていることから、こうした経験・知識を活かすことができる業務とし

て、ワクチンの希釈及びシリンジへの充填や接種後の状態観察への協力を得ること

が考えられる。 

（５）救急救命士 

救急救命士については、救急救命処置として、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確

保と輸液、エピネフリン等の薬剤の投与を行っていることから、こうした経験・知

識を活かすことができる業務として、ワクチン接種のための筋肉内注射への協力を

得ることが考えられる。（ワクチン接種のための筋肉内注射の救急救命士による実

施の可否についての法的な整理については第二のとおりであり、協力に応じる救急

救命士はワクチン接種のための筋肉内注射について必要な研修を受けていることが

必要。） 

また、救急救命士については、薬剤の投与による副反応に限らず、救急救命処置

として、全身状態の観察や気道確保、増悪するショック患者への静脈路確保と輸液

を行っていることから、こうした経験・知識を活かすことができる業務として、接

種後の状態観察への協力を得ることが考えられる。 

 

第二 臨床検査技師・救急救命士によるワクチン接種のための筋肉内注射の実施について 

１．臨床検査技師・救急救命士によるワクチン接種のための筋肉内注射の実施に係る法的

整理について 

ワクチン接種のための筋肉内注射については、医行為に該当し、また、臨床検査技師

等に関する法律（昭和 33 年法律第 76 号）や救急救命士法（平成３年法律第 36 号）に

より臨床検査技師や救急救命士が実施可能な診療の補助の範囲にも含まれていないこ

とから、医師等の資格を有さない臨床検査技師や救急救命士が反復継続する意思をもっ

て行えば、基本的には、医師法（昭和 23年法律第 201号）第 17条に違反する。 

一方で、臨床検査技師については、その養成課程において、静脈からの採血に関する

基本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っていることを踏まえれば、ワ



4 

 

クチン接種のための筋肉内注射の手技に関する一定の技術的基盤を有していると考え

られる。また、救急救命士についても、その養成課程において、救急救命処置として、

乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保と輸液、エピネフリン等の薬剤の投与等に関する基

本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っていることを踏まえれば、ワク

チン接種のための筋肉内注射の手技に関する一定の技術的基盤を有していると考えら

れる。 

これらを踏まえれば、違法性阻却の可否は個別具体的に判断されるものであるが、少

なくとも以下の条件の下でワクチン接種のための筋肉内注射を臨床検査技師や救急救

命士が行うことは、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして、歯科医師がワクチ

ン接種のための筋肉内注射を実施する場合と同様に、医師法第 17 条との関係では違法

性が阻却され得るものと考えられる。 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、住民の生命や健康を守るために

迅速にワクチン接種を進める必要がある中で、必要な医師や看護師等の確保ができ

ないために、臨床検査技師・救急救命士の協力なしには特設会場（地域住民を対象

にワクチン接種を行う病院を含む。以下同じ。）でのワクチン接種が実施できない

状況であること。 

（２）協力に応じる臨床検査技師・救急救命士がワクチン接種のための筋肉内注射につ

いて必要な研修を受けていること。 

（３）臨床検査技師・救急救命士によるワクチン接種のための筋肉内注射の実施につい

て被接種者の同意を得ること。 

上記（１）については、予防接種の実施主体である自治体の長が、医師や看護師等の

確保に取り組んだ上で、それでも必要な医師や看護師等の確保が困難と判断し、地域の

医師会等の関係者とも合意の上で、地域の関係者に協力を要請する必要があること。 

臨床検査技師・救急救命士がワクチン接種を行うのは、集団接種のための特設会場に

限り、臨床検査技師・救急救命士がワクチン接種のための筋肉内注射を行うに当たって

は、特設会場にいる医師の適切な関与の下で行う必要があること。また、予診やアナフ

ィラキシーショック等の症状が発生した場合の対応については、特設会場にいる医師が

行うこと。 

上記（３）の同意を取得するには、被接種者がワクチン接種のための筋肉内注射をさ

れる際に、臨床検査技師・救急救命士が実施していることを認識していることが重要で

あり、これが満たされるのであれば、同意の取得方法として、書面による同意、口頭で

の説明による同意、臨床検査技師・救急救命士もワクチン接種のための筋肉内注射を実

施していることを会場に掲示した上で臨床検査技師・救急救命士がワクチン接種のため

の筋肉内注射を実施していることを明確に被接種者に伝えることによる同意等、いずれ

の方法でも差し支えないこと。 
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なお、本通知に記載した救急救命士に係る法的整理については、良質かつ適切な医療

を効率的に提供する体制の確保を推進するための一部を改正する法律（令和３年法律第

49号）による救急救命士法の改正を受けて行われた整理ではないこと。 

 

２．研修について 

 上記（２）の研修については、厚生労働省において、関係団体と連携して、教材の作

成や実技を含む研修実施体制について具体的な検討を進めているところであり、追って

お示しすることとしている。 

なお、研修については、ワクチン接種への協力を希望する者が、その意思に基づいて

受講するものであること。 

 

第三 その他 

 効果的かつ効率的なワクチン接種体制の構築に当たっては、予防接種全体を円滑に進め

るという観点から、事前に、どの業務にどの医療関係職種を何名配置するかを検討し、シ

ミュレーションをした上で、集団接種を開始するとともに、集団接種の開始後も、業務全

体を点検し、どの業務に時間がかかっているのか等を検証した上で、必要な改善に努める

ことにより、集団接種会場の接種能力全体を高めていくという視点が重要であることにも

留意し、体制の構築に取り組むこと。 

 

（参考） 

・新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を

踏まえた対応の在り方等に関する検討会（令和 3年 5月 31日開催）資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127375_00010.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127375_00010.html

